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奈良県情報公開審査会の第１４９号答申について

行政文書の不開示決定に対する審査請求についての諮問第１５８号事案に関して、下記のとおり、奈良県情
報公開審査会から奈良県公安委員会に対して答申されましたのでお知らせします。

記

１ 答申の概要
◎ 答 申：平成２４年１１月３０日
◎ 諮問実施機関：奈良県公安委員会
◎ 実 施 機 関：警察本部 交通部 交通企画課
◎ 対象行政文書：道路交通法施行令第２６条の３の２第３項第５号の取り扱いについて、その統一的運用

を図るためになされた照会・回答文書
◎ 諮問に係る処分と理由
○ 決 定：不開示（不存在）決定
○ 不開示理由：「道路交通法施行令第２６条の３の２第３項第５号の取り扱いについて、その統一的運

用を図るためになされた照会・回答文書」に係る行政文書を作成又は取得していないた
め不存在

◎ 審査会の結論：実施機関の決定は妥当である。
◎ 判 断 理 由：

○ 本件決定の妥当性について
審査請求人は、「道路交通法施行令第２６条の３の２第３項第５号の取り扱いについて、その統一的運

用を図るためになされた照会・回答文書」の開示を求めているのに対し、諮問実施機関は、当該文書を作
成又は取得していないため不存在であると主張しているので、以下検討する。

（１）本件開示請求の趣旨について
審査請求人が開示を求めている「道路交通法施行令第２６条の３の２第３項第５号の取り扱いについ

て、その統一的運用を図るためになされた照会・回答文書」を実施機関がどのような趣旨に解したかに
ついて、当審査会は、諮問実施機関による口頭理由説明の際に詳細な説明を求めた。
これに対する諮問実施機関の説明は、実施機関において法令の解釈に疑義が生じた場合、法令の適用

の統一性を確保するため、実施機関から警察庁に対し文書により照会を行い、その回答を各所属に通知
することがあり、この照会及びその回答に係る文書が本件開示請求に対応する行政文書に該当するが、
警察法（昭和２９年法律第１６２号）第７９条に基づく苦情の申出を受けて、当該苦情の処理に当たり、
法令の解釈について実施機関の見解が正しいかどうかを確認するために行った警察庁に対する電話等に
よる照会及びその回答に係る文書は、本件開示請求に対応する文書に該当しないと判断したというもの
である。
ところで、本件開示請求に係る文書は、法令の統一的運用を図るためになされた照会及びその回答文

書であるから、法令の解釈に疑義が生じた場合に、当該法令の適用の統一性を確保するため、その回答
を各所属に通知する前提で行われる照会及びその回答に係る文書が対象となると解するのが相当である。
しかし、諮問実施機関が説明する苦情処理に係る個々の案件を処理するに当たって行われる照会のよ

うに、確認的に行われるものであって、その回答を各所属に通知することを目的に行われるものではな
いものは、審査請求人が開示を求めている「統一的運用を図るためになされた照会・回答文書」には該
当しないと解するのが相当である。
したがって、本件開示請求の趣旨についての諮問実施機関の判断は妥当と認められる。
なお、苦情処理に係る個々の案件を処理するに当たって行われる照会及びその回答に係る文書（以下

「苦情照会文書」という。）については、当審査会が、諮問実施機関の口頭理由説明の際に説明を求め
たことによりその存在が明らかになったのであるが、審査請求人に対しては、その存在は説明されてい
なかったとのことである。当審査会は、前述のように苦情照会文書については、本件開示請求に対応す
る文書に該当しないと判断したが、開示請求を行う者は行政がどのような文書を保有しているのか分か
らないのであるから、県が保有する情報を広く県民に公開することにより県の説明責任を果たすという
情報公開制度の趣旨を踏まえると、本件開示請求に係る文書を特定する際に、審査請求人に対し所要の
説明をするとともに本件開示請求の趣旨についての審査請求人の意図を確認することが望ましかったと
考えられる。

（２）本件行政文書の不存在について
審査請求人のいう道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号。以下「施行令」という。）第２６

条の３の２第３項第５号とは、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第７１条第３項第３号に規定
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する幼児用補助装置の使用義務について、日常生活上の世話を行っている幼児を乗車させるときは、当
該義務が免除される旨定めた規定である。
施行令第２６条の３の２第３項第５号の規定を含め幼児用補助装置使用義務に係る規定は、道路交通

法施行令の一部を改正する政令（平成１１年政令第２２９号）により公布され、平成１２年４月１日に
施行されている。
諮問実施機関は、法令の解釈に疑義が生じた場合、法令の適用の統一性を確保するため実施機関から

警察庁に対し行った照会及びその回答に係る文書のうち、同号に係るものについて探索したところ、該
当する文書は発見されなかったと説明する。
本件開示請求に係る文書は、（１）で判断したとおり、法令の解釈に疑義が生じた場合に行われる照

会及びその回答文書であり、法令の解釈に疑義が生じなければ照会を行う必要はないのであるから、警
察本部長の職員が職務上作成し、又は取得した行政文書について条例が適用されることとなった平成１
４年４月１日以後において、当該文書を作成又は取得していなかったとしても、特段不自然、不合理な
点はなく、当該文書が存在すると推測させる特段の事情もない。
したがって、本件開示請求に対応する行政文書は存在しないとする諮問実施機関の説明は是認できる

と判断する。

２ 事案の経緯
① 開 示 請 求 平成２３年 ７月２０日
② 決 定 平成２３年 ８月 ２日付けで不開示決定
③ 審 査 請 求 平成２３年 ８月３０日
④ 諮 問 平成２３年 ９月１５日
⑤ 経 過 平成２４年 ３月１６日 第１５２回審査会 審議

平成２４年 ６月２６日 第１５５回審査会 審議
平成２４年 ９月 ４日 第１５６回審査会 審議
平成２４年１０月１７日 第１５７回審査会 審議
平成２４年１１月１５日 第１５８回審査会 審議


